別記様式第31号(第29条関係)

第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　長門市　　　　特定公共賃貸住宅
　第　　　　棟　　　　号
　氏名　　　　　　　　　　様

長門市長　　　　　　　　　　　　


特定公共賃貸住宅工作等承認・不承認決定通知書


	　　　年　　月　　日付けで申請のあった特定公共賃貸住宅の模様替え・増築について

	は、長門市特定公共賃貸住宅条例第17条の規定により
	次の条件を付けて承認します。
次の理由により承認できません。



(模様替え又は増築を認めると決定したとき。)
　　条件
1　申請書及び図面記載のとおり工事を施工すること。
2　申請以外の用途に使用しないこと。
3　退去のときは、民法(明治29年法律第89号)第608条の規定に基づく一切の権利を放棄し、入居者の負担において原状に復すること。
4　誓約事項を遵守すること。
5　増築物を第三者に譲渡し、又は貸し付けないこと。
6　工事が完成したときは、直ちに届け出て検査を受けること。

(模様替え又は増築を認めないと決定したとき。)
　　不承認理由

